
東北管区警察局市民応接向上推進委員会設置運営要綱

昭和６２年１１月２６日 東北管区警察局訓令第１号

改正 平 成 ６ 年 東北管区警察局訓令第２号
平成１３年 東北管区警察局訓令第５号
平成１６年 東北管区警察局訓令第２号
平成１７年 東北管区警察局訓令第２号
平成２１年 東北管区警察局訓令第３号

（委員会の設置）

第１条 東北管区警察局に市民応接向上推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（委員会の任務）

第２条 委員会は、各種の警察活動における警察職員の市民応接の向上に関する方策につい

て総合的に検討し、その推進を図ることを任務とする。

（委員会の構成）

第３条 委員会は、委員長、副委員長、委員長付及び委員をもって構成する。

２ 委員会の委員長は、局長とし、副委員長は総務監察・広域調整部長をもって充てる。

３ 委員長付は、情報通信部長及び管区警察学校長をもって充てる。

４ 委員は、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

総務監察・広域調整部警務課長

総務監察・広域調整部監察課長

総務監察・広域調整部会計課長

総務監察・広域調整部広域調整第一課長

総務監察・広域調整部広域調整第二課長

総務監察・広域調整部高速道路管理官

情報通信部通信庶務課長

情報通信部機動通信課長

情報通信部通信施設課長

情報通信部情報技術解析課長

管区警察学校庶務部長

管区警察学校教務部長

管区警察学校指導部長

その他委員長が指名する者

（委員会の運営）

第４条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主宰する。

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求める

ことができる。

３ この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

（幹事会）



第５条 委員会を補佐させるため、委員会に幹事会を置く。

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

幹事長 総務監察・広域調整部警務課長

幹 事 総務監察・広域調整部警務課調査官（秘書）

総務監察・広域調整部警務課調査官（庶務）

総務監察・広域調整部監察課調査官（庶務）

総務監察・広域調整部会計課調査官

総務監察・広域調整部広域調整第一課調査官

総務監察・広域調整部広域調整第二課調査官

総務監察・広域調整部高速道路管理官付補佐

情報通信部通信庶務課調査官

情報通信部機動通信課情報通信調査官

情報通信部通信施設課情報通信調査官

情報通信部情報技術解析課情報通信調査官

管区警察学校庶務課長

管区警察学校会計課長

管区警察学校教務科長

管区警察学校学生科長

その他幹事長が指名する者

３ 委員会の運用に関する第４条第１項及び第２項の規定は、幹事会の運営について準用す

る。

４ 前各項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

（庶務）

第６条 委員会及び幹事会の庶務は、総務監察・広域調整部警務課において行う。

附 則

この要綱は、昭和６２年１１月２６日から施行する。

附 則（平６．７．１東北管警訓２）

この訓令（警察法施行規則の一部改正等に伴う関係訓令等の整備に関する訓令）は平成６

年７月１日から施行する。

附 則（平１３．３．３０東北管警訓５）

この訓令（警察庁組織令等の一部改正に伴う関係訓令の整理に関する訓令）は、平成１３

年４月１日から施行する。

附 則（平１６．４．５東北管警訓２）

この訓令は、平成１６年４月５日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。

附 則（平１７．４．１東北管警訓２）

この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平２１．３．３１東北管警訓３）

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。


